
岡山繊維産地協議会設置要綱（案） 

 

 

１ 趣旨及び目的 

  岡山県の繊維産業の更なる活性化を図るため、県内の繊維関連企業、団体、

行政機関等が集まり、産地の現状や課題、解決策の方向性等を議論する場と

して岡山繊維産地協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

２ 構成 

  協議会は、別表の会員をもって構成する。 

 

３ 会長、副会長 

（１）協議会に、会長１人及び副会長１人を置く。 

（２）会長及び副会長は、会員の中から互選により選出する。 

（３）副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

    

４  会議 

    協議会は、必要に応じて会長が招集する。 

 

５ 検討委員会 

（１）協議会に検討委員会を置くことができる。 

（２）検討委員会は、協議会での議論を基に、個別のテーマを設定し、課題や解

決策の方向性等に関する具体的な取組内容等について協議を行う。 

 

６ 庶務 

  協議会の庶務は、岡山県産業労働部産業振興課において行う。 

 

７ その他 

  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

  附 則 

  この要綱は、令和５年１０月３０日から施行する。 
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（令和５年１０月３０日時点）

区　分 名　称 備　考

行政 岡山県
※会長：産業
振興課長

倉敷市

井原市

企業 青木被服株式会社

明石被服興業株式会社

株式会社アクトオフィスサービス

アゼアス株式会社

株式会社襟立製帽所

大川被服株式会社

オゴー産業株式会社

菅公学生服株式会社

株式会社協同

クロキ株式会社

株式会社晃立

児島株式会社

坂本織物有限会社

昭和被服総業株式会社

島田商事株式会社

株式会社ショーワ

株式会社ジョンブル

角南被服有限会社

株式会社SPARK TRUE

セロリー株式会社

株式会社桑和

つちや産業株式会社

東レアルファート株式会社

株式会社ドミンゴ

株式会社トンボ

西原織物株式会社

岡山繊維産地協議会　会員（案）
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区　分 名　称 備　考

日本綿布株式会社

株式会社ビッグジョン

ファッションコンサルタント　結美

株式会社WHOVAL

株式会社ベティスミス

豊和株式会社

松井織物株式会社

株式会社モリ・フロッキー

ヤマメン株式会社

吉岡株式会社岡山支店

団体 岡山県アパレル工業組合 縫製

井原被服協同組合 縫製

岡山県織物構造改善工業組合 織物

備中織物構造改善工業組合 織物

岡山県織物染色工業協同組合 染色

一般社団法人倉敷ファッションセンター

学校 倉敷市立短期大学
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